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「
消
さ
れ
た
年
金
」
等
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

一

麻
生
総
理
が
所
信
表
明
演
説
で
述
べ
ら
れ
た
「
消
さ
れ
た
年
金
」
の
定
義
の
中
に
は
、
「
加
入
期
間
の
改
ざ
ん
」
も
含
ま

れ
る
か
。

二

「
消
さ
れ
た
年
金
」
に
は
、
加
入
期
間
の
改
ざ
ん
事
例
も
含
ま
れ
る
と
思
う
が
、
な
ぜ
、
社
会
保
険
庁
が
公
表
し
た
六
万

九
〇
〇
〇
件
や
一
四
四
万
件
に
は
、
加
入
期
間
の
改
ざ
ん
事
例
が
含
ま
れ
て
い
な
い
の
か
。

三

「
消
さ
れ
た
年
金
」
の
疑
い
の
あ
る
件
数
は
、
九
月
九
日
に
一
件
、
九
月
一
六
日
に
六
万
九
〇
〇
〇
件
、
一
〇
月
三
日
に

一
四
四
万
件
と
増
え
た
。
な
ぜ
か
。

四

一
九
八
六
年
の
オ
ン
ラ
イ
ン
化
以
前
の
記
録
は
、
一
四
四
万
件
に
含
ま
れ
な
い
が
、
な
ぜ
調
べ
な
い
の
か
。

五

年
金
記
録
確
認
第
三
者
委
員
会
の
斡
旋
結
果
に
よ
れ
ば
、
標
準
報
酬
の
改
ざ
ん
の
約
三
倍
は
あ
る
と
推
定
さ
れ
る
加
入
期

間
の
改
ざ
ん
に
よ
る
「
消
さ
れ
た
年
金
」
の
件
数
は
一
四
四
万
件
に
入
っ
て
い
な
い
。
加
入
期
間
の
改
ざ
ん
に
つ
い
て
も
調

査
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
加
入
期
間
の
改
ざ
ん
に
よ
り
、
加
入
期
間
が
二
五
年
以
下
に
な
り
、
無
年
金
に
な
る
ケ
ー
ス
も
最

悪
あ
り
う
る
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

六

麻
生
総
理
は
、
「
消
さ
れ
た
年
金
」
に
つ
い
て
、
「
ふ
ざ
け
た
話
だ
」
と
記
者
会
見
で
述
べ
た
。
な
ぜ
国
民
年
金
の
不
正

一



免
除
の
際
に
は
全
職
員
を
調
査
し
た
の
に
、
今
回
は
「
消
さ
れ
た
年
金
」
に
つ
い
て
、
全
職
員
に
調
査
し
な
い
の
か
。
こ
れ

は
隠
ぺ
い
で
は
な
い
か
。

七

「
消
さ
れ
た
年
金
」
の
被
害
は
、
被
害
者
本
人
は
ほ
と
ん
ど
気
づ
か
な
い
。
被
害
者
が
誰
か
一
番
わ
か
っ
て
い
る
の
は
改

ざ
ん
を
し
た
社
会
保
険
事
務
所
職
員
本
人
で
あ
る
。
つ
い
て
は
、
社
会
保
険
事
務
所
の
全
職
員
・
Ｏ
Ｂ
職
員
に
対
し
て
、

「
自
分
が
改
ざ
ん
に
関
与
し
た
事
例
を
、
正
直
に
報
告
す
る
よ
う
に
」
と
、
調
査
を
す
べ
き
で
は
な
い
か
。
被
害
者
の
補
償

の
た
め
に
は
、
不
可
欠
な
調
査
だ
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。

八

「
改
ざ
ん
し
た
職
員
は
、
厳
し
く
処
分
す
る
」
と
麻
生
総
理
は
発
言
し
た
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
全
職
員
調
査
を
し
な
い

の
は
な
ぜ
か
。

九

こ
の
「
消
さ
れ
た
年
金
」
の
疑
い
の
あ
る
一
四
四
万
件
は
な
ぜ
公
表
さ
れ
た
の
か
。
そ
の
経
緯
を
伺
い
た
い
。
自
主
的
に

社
会
保
険
庁
あ
る
い
は
�
添
大
臣
の
判
断
で
調
査
し
た
の
か
。
あ
る
い
は
、
民
主
党
の
調
査
要
求
に
よ
る
も
の
か
。

一
〇

民
主
党
は
、
一
四
四
万
件
の
件
数
発
表
の
二
週
間
前
か
ら
、
標
準
報
酬
が
五
等
級
以
上
引
き
下
げ
ら
れ
て
い
る
等
の
三

条
件
そ
れ
ぞ
れ
の
件
数
の
計
算
と
公
表
を
繰
り
返
し
、
強
く
、
要
望
し
て
い
た
。
そ
の
事
実
を
�
添
大
臣
は
把
握
し
て
い
た

か
。

二



一
一

も
し
、
�
添
大
臣
が
、
一
〇
の
事
実
を
把
握
し
て
い
た
な
ら
、
一
〇
月
三
日
に
一
四
四
万
件
の
件
数
を
公
表
す
る
際

に
、
な
ぜ
、
�
添
大
臣
は
、
「
一
四
四
万
件
が
民
主
党
の
調
査
要
求
に
よ
り
得
ら
れ
た
件
数
」
で
あ
る
こ
と
を
明
言
し
な

か
っ
た
の
か
。

一
二

も
し
、
民
主
党
の
調
査
要
求
が
な
か
っ
た
ら
、
自
主
的
に
一
四
四
万
件
の
件
数
は
公
表
し
て
い
た
か
。

一
三

標
準
報
酬
の
五
等
級
以
下
の
引
き
下
げ
は
七
五
万
件
だ
が
、
四
等
級
以
下
、
三
等
級
以
下
の
引
き
下
げ
は
そ
れ
ぞ
れ
何

件
か
。

一
四

三
等
級
の
引
き
下
げ
の
改
ざ
ん
事
例
は
何
件
把
握
し
て
い
る
か
。

一
五

四
等
級
の
引
き
下
げ
の
改
ざ
ん
事
例
は
何
件
把
握
し
て
い
る
か
。

一
六

半
年
以
上
さ
か
の
ぼ
っ
た
訂
正
は
五
三
万
件
だ
が
、
三
ヶ
月
以
上
さ
か
の
ぼ
っ
た
訂
正
は
何
件
か
。

一
七

な
ぜ
、
一
四
四
万
件
の
件
数
を
社
会
保
険
庁
は
自
主
的
に
調
査
し
、
公
表
し
な
か
っ
た
の
か
。
重
要
な
件
数
と
は
思
わ

な
か
っ
た
の
か
。

一
八

こ
の
一
四
四
万
件
の
資
料
は
、
民
主
党
の
要
求
資
料
で
あ
り
、
長
妻
議
員
の
質
問
主
意
書
に
よ
る
資
料
で
あ
る
。
民
主

党
や
長
妻
議
員
に
回
答
す
る
前
に
、
事
前
に
自
民
党
に
知
ら
せ
た
の
か
。

三



一
九

も
し
知
ら
せ
た
な
ら
、
民
主
党
が
要
求
し
た
資
料
を
な
ぜ
、
依
頼
主
の
民
主
党
よ
り
も
先
に
、
自
民
党
に
知
ら
せ
た
の

か
。

二
〇

今
後
も
民
主
党
が
資
料
要
求
し
た
新
情
報
を
民
主
党
に
知
ら
せ
る
前
に
自
民
党
に
は
知
ら
せ
る
の
か
。
検
閲
で
あ
り
、

国
民
の
知
る
権
利
の
侵
害
で
は
な
い
か
。

二
一

「
資
料
要
求
の
実
態
を
調
査
す
る
た
め
」
な
ら
ば
、
野
党
か
ら
の
要
求
資
料
を
自
民
党
に
知
ら
せ
る
の
は
、
事
前
で
な

く
、
事
後
で
よ
い
と
思
わ
れ
る
が
、
な
ぜ
、
事
前
で
な
い
と
ダ
メ
な
の
か
。

二
二

麻
生
総
理
は
、
予
算
委
員
会
で
「
事
後
で
も
い
い
な
ら
、
事
前
で
も
い
い
で
は
な
い
か
」
と
、
答
弁
さ
れ
た
が
、
事
前

に
資
料
を
見
せ
る
の
と
、
事
後
に
見
せ
る
の
で
は
、
大
き
く
意
味
が
違
う
と
思
わ
な
い
か
。

二
三

厚
生
労
働
省
の
大
谷
官
房
長
は
、
「
マ
ス
コ
ミ
か
ら
の
資
料
要
求
に
つ
い
て
も
ケ
ー
ス
バ
イ
ケ
ー
ス
で
、
自
民
党
に
事

前
に
知
ら
せ
る
こ
と
が
あ
る
」
と
予
算
委
員
会
で
答
弁
し
た
が
、
こ
れ
は
、
報
道
機
関
に
対
す
る
事
前
検
閲
で
あ
り
、
大
問

題
と
考
え
る
が
い
か
が
か
。
事
前
に
知
ら
せ
る
の
を
や
め
る
べ
き
で
は
な
い
か
。

二
四

五
等
級
、
一
度
に
標
準
報
酬
を
引
き
下
げ
ら
れ
た
七
五
万
件
の
う
ち
改
ざ
ん
は
何
割
く
ら
い
か
。

二
五

二
四
に
つ
い
て
、
わ
か
ら
な
い
な
ら
、
サ
ン
プ
ル
調
査
を
す
べ
き
で
あ
る
と
考
え
る
が
、
な
ぜ
、
し
な
い
の
か
。

四



二
六

「
消
さ
れ
た
年
金
」
の
疑
い
の
あ
る
事
例
が
こ
れ
ほ
ど
多
い
こ
と
に
つ
い
て
、
麻
生
総
理
や
�
添
大
臣
は
国
民
に
謝
罪

す
べ
き
で
は
な
い
か
。

二
七

「
消
さ
れ
た
年
金
」
と
い
う
改
ざ
ん
が
、
組
織
的
に
行
わ
れ
て
い
た
の
か
否
か
、
の
結
論
は
い
つ
出
る
の
か
。

二
八

年
金
記
録
が
宙
に
浮
い
て
い
た
こ
の
ミ
ス
に
よ
り
無
年
金
に
な
っ
て
い
た
方
の
う
ち
、
記
録
回
復
に
よ
り
三
五
人
の
方

が
年
金
を
も
ら
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。
最
高
齢
は
九
三
歳
の
方
だ
が
三
三
年
分
の
一
〇
〇
〇
万
円
を
も
ら
っ
た
。
こ
れ
ら
の

方
々
に
謝
罪
し
た
の
か
。

右
質
問
す
る
。

五


